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マイナンバー制度に関する基本質疑集 

 
平成２９年３月 

 
 
 
１ 今、マイナンバーを導入するのは、なぜですか？ 

 １－１ これまでマイナンバーがなくても生活に支障がなかったと思いますが、なぜマイ

ナンバー制度を導入するのですか。 

 １－２ 運転免許証の番号、健康保険証の番号、基礎年金番号など、多くの番号がありま

すが、なぜ新たな番号が必要なのですか。 

 １－３ マイナンバー制度導入によるメリットはあるのですか。 

 １－４ マイナンバーはどのような場面で使うのですか。 

 １－５ マイナンバーの受け取りを拒否しました。何かペナルティはありますか。 

 

２ マイナンバーでいろいろな情報がわかってしまうというのは、本当ですか？ 

 ２－１ マイナンバーは誰にでも提供してもいいのでしょうか。それとも人に見られても

いけない番号ですか。 

 ２－２ マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしま

うのですか。 

 ２－３ マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。 

 ２－４ マイナンバーカードの裏面にマイナンバーが書かれているのが心配です。レンタ

ル店などに身分証明書として提示して大丈夫でしょうか。 

 ２－５ マイナンバーはどんなときに変更できますか。希望すれば自由に変更できますか。 

 

３ マイナンバーを自分や会社が管理することに不安があります。 

 ３－１ 通知カードや個人番号カード（マイナンバーカード）に記載されているマイナン

バーを他人に知られたら、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか。 

 ３－２ マイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバーカードのＩＣチップから重要

な個人情報が筒抜けになりませんか。 

 ３－３ マイナンバーカードは持ち歩いてもいいのですか。通知カードはどうですか。 

３－４ マイナンバーの提示を従業員などが拒んだ場合、どうすればいいですか。 

 ３－５ マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。 
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４ マイナンバー制度の国や地方公共団体などの情報セキュリティ対策が心配です。 

 ４－１ 国が個人情報を一元管理するというのは本当ですか。 

 ４－２ マイナンバー制度でどのような情報セキュリティ対策を講じるのですか。 

４－３ 日本年金機構の情報流出事案を踏まえ、どのような対応が採られたのですか。 

 ４－４ マイナンバーが漏えいする芋づる式に個人情報が漏れるおそれがありませんか。 

 ４－５ マイナンバーはブログやツイッターなどで誰にでも見られるような状態にして

もいいのでしょうか。逆に、法律で認められていない企業などがマイナンバーの

提示を求めてもいいのでしょうか。 

 

５ 海外の制度はどうなっているのでしょうか。 

５－１ 日本のようなマイナンバー制度を導入している国はＧ７にはない、というのは 

本当ですか。例えば、番号が記載されたカードなどを常時携帯させる国もあれば、

そうでない国もあると聞きます。日本のような制度は海外にはないのですか。 

５－２ アメリカや韓国などでなりすまし被害が生じているというが、日本のマイナンバ

ー制度で同じような被害が生じるおそれはありませんか。 

 

６ マイナンバー制度を導入する効果がよくわかりません。 

６－１ マイナンバー制度導入によるメリットはいつから具体的に享受できますか。 

 ６－２ マイナンバーカードは便利なカードというが、いつから何に使えるのですか。 

６－３ マイナンバーの民間活用は法律改正が必要ですが、なぜ、マイナンバーカードは

民間利用が可能なのですか。 

 ６－４ マイナポータルとは何ですか。民間利用も可能ですか。 

 

７ 今後、マイナンバーの利用範囲は拡大していくのでしょうか。 

７－１ マイナンバーの利用範囲拡大の見通しや必要な手続はどうなっていますか。 

７－２ 無制限に利用範囲が広がらないよう、あらかじめ見通しを示すべきではないです

か。 

７－３ 預貯金口座の付番は将来義務化されるのですか。 

７－４ 診療情報も将来はマイナンバーで管理するのですか。他の税・社会保障関係の 

情報と結びつける必要があるのですか。 

７－５ 本人が知らないうちに、捜査機関に情報が提供されることがあるのですか。 
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１ 今、マイナンバーを導入するのは、なぜですか？ 

１－１ これまでマイナンバーがなくても生活に支障がなかったと思いますが、なぜマイ 

ナンバー制度を導入するのですか。 

Ａ これまでも、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認する

ため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。 

しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号

など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとり

では、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やしていました。 

社会保障、税、災害対策の３分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、

個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、行政の効率化、国

民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度を実現します。 

 
１－２ 運転免許証の番号、健康保険証の番号、基礎年金番号など、多くの番号があります

が、なぜ新たな番号が必要なのですか。 

Ａ 私たちはこれまでも官民含めてたくさんの番号を使って生活しています。 
また、漢字の氏名や住所情報で個人個人の情報を管理することは困難であり、各機関や

企業において、それぞれ番号や記号で情報を管理することが通例です。マイナンバーが関

係する分野でも、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号、各機関内部の管

理番号などがあり、それぞれの機関がそれぞれの番号で情報を管理してきました。 
  社会保障、税、災害対策という３分野で分野横断的な番号を導入することにより、機関

をまたいだ情報のやり取りで、同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるよ

うになり、行政の効率化や国民の利便性の向上を実現し、公平・公正な社会を実現します。 
  なお、住民票コードは、住民票のある人全てに決まっている１１桁の番号ですが、もと

もとマイナンバーのような利用を想定しておらず、そのままマイナンバーとして使うには

時間やコストがかかることなどから、新しい番号を利用することにしたものです。 
 
１－３ マイナンバー制度導入によるメリットはあるのですか。 

Ａ マイナンバーのメリットは、大きく３つあります。 

１つめは、行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられることです。 

２つめは、社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポー

タルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。 

３つめは、所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設

計し、公平・公正な社会を実現することです。 

さらに、マイナンバーカードやマイナポータルはマイナンバーそのものを使わない利活

用が可能であり、民間活用を含め、ＩＴ社会の重要な基盤として、最大限活用していくこ

ととしています。 
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１－４ マイナンバーはどのような場面で使うのですか。 

Ａ マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。

具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害対策の分野で利用す

ることになります。 

国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉

の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が 求められます。 

また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行

う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合

があります。 

 
１－５ マイナンバーの受け取りを拒否しました。何かペナルティはありますか。 

Ａ マイナンバーは平成２７年１０月５日（第１月曜日）の住民票情報に基づき、既に一人

に一つの番号が決まっています。１０月以降、簡易書留で送付されたマイナンバーの通知

カードを受取拒否された場合、住民票のある市区町村に返還されることになります。 
  税や社会保障の手続で必要なため、勤務先などからもマイナンバーの提示を求められる

ようになりますし、社会保障の手続で市区町村などからも提示を求められます。住民票の

ある市区町村で受け取っていただくよう、お願いします。 
  なお、通知カードを受け取らなかったことのみをもってペナルティなどはありませんが、

各種申請など自分のマイナンバーを提供する際にその番号が正しいことを証明する必要

があるため、マイナンバー（個人番号）付の住民票を取得していただくといった負担が生

じることが考えられます。 
 

２ マイナンバーでいろいろな情報がわかってしまうというのは、本当ですか？ 

２－１ マイナンバーは誰にでも提供してもいいのでしょうか。それとも人に見られても 

いけない番号ですか。 

Ａ マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場

合を除き、むやみに他人に見せることはできません。これらの手続のためにマイナンバー

を提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金

事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。 

マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできま

せんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは公表した人

が法律違反になる可能性があるだけでなく、公表されたマイナンバーを誰でも収集可能な

状態となり、公表した以外の人が収集違反になるおそれもあることから、絶対にしないで

ください。 
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２－２ マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまう

のですか。 

Ａ 平成２７年９月のマイナンバー法改正により、預貯金口座へのマイナンバーの付番が平

成３０年１月から始まる予定です。ただし、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務で

はなく、あくまで任意となっています。 

また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算など

に利用できたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりすることに限定され

ており、行政などが広く資産を把握するためではありません。 

 

２－３ マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。 

Ａ マイナンバー制度導入に伴い、納税の手続がこれまでと変わるわけではなく、マイナン

バー制度の導入により副業を行っている事実が新たに会社にわかってしまうものではあ

りません。 

  マイナンバー制度の導入前でも副業を行っている事実が会社にわかってしまう場合が

ありました。例えば、住民税の税額などは、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を

経由して納税義務者に対して通知されています。この通知書に前の年の給与収入合計額が

記載されていますので、副業が給与収入の場合、現在でも、勤務先の会社が支払った給与

額と比較して、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。 

 
２－４ マイナンバーカードの裏面にマイナンバーが書かれているのが心配です。レンタル

店などに身分証明書として提示して大丈夫でしょうか。 

Ａ マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。 

このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。ただし、カード

の裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることは 

できません。こうしたことが起こらないよう、マイナンバーカードは、裏面のマイナンバ

ーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。 

なお、マイナンバーの手続では、必ず、①番号が正しいかどうかの確認と②番号の正し

い持ち主かの確認を行います。このため、マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとし

ても、マイナンバーだけで手続はできません。 

 

２－５ マイナンバーはどんなときに変更できますか。希望すれば自由に変更できますか。 

Ａ マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使っていただき、自由に変更することはでき

ません。 

ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合

には本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。 
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３ マイナンバーを自分や会社が管理することに不安があります。 

３－１ 通知カードや個人番号カード（マイナンバーカード）に記載されているマイナンバ

ーを他人に知られたら、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか。 

Ａ マイナンバーの手続では、必ず、①番号が正しいかどうかの確認と②番号の正しい持ち

主かの確認を行います。このため、マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、

マイナンバーだけで手続はできません。 

また、マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで管理されること

は一切ありません。役所の間の情報のやりとりも、マイナンバーではなく、役所ごとに異

なるコードで行うので、１か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。 

仮に１か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式

に抜き出すことはできない仕組みとなっています。 

 

３－２ マイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバーカードのＩＣチップから重要な

個人情報が筒抜けになりませんか。 

Ａ まず、マイナンバーカードのＩＣチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー

性の高い情報は記録されません。さらに、ＩＣチップの情報を確認するには暗証番号が必

要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。 

仮にＩＣチップの情報を不正に読みだそうとするとこわれてしまうなど、様々な安全措

置が講じられています。 

暗証番号がわかってしまうとせっかくの対策の意味がなくなります。マイナンバーカー

ドの交付の際に①４ケタの数字と、②６文字以上１６文字以下の英語と数字を組み合わせ

たもの、２つ以上の暗証番号を設定します。生年月日など、推測されやすい番号は避けて

いただくとともに、暗証番号をマイナンバーカードに手書きしたりしないよう、しっかり

と管理してください。 

 
３－３ マイナンバーカードは持ち歩いてもいいのですか。通知カードはどうですか。 

Ａ マイナンバーカードは住民基本台帳カードと同様、顔写真のついたカードであり、本人

確認を１枚で行うことができます。申請すれば、無料で交付されます。 

身分証明書としても使用できるので、持ち歩いていただくことを想定しています。搭載

されているＩＣチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定める

サービスに利用でき、e-Taxなどの税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されま

す。 

通知カードは紙のカードで、写真がないので、単体では本人確認ができません。したが

って、マイナンバーの手続では通知カードと併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分

証明書が必要です。マイナンバーの手続以外の使用は想定していませんので、日頃持ち歩

いていただくことは想定していません。大切に保管してください。 
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３－４ マイナンバーの提示を従業員などが拒んだ場合、どうすればいいですか。 

Ａ 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは法令で定められた義

務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書

類の提出先の指示に従ってください。 

税の法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番

号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律で定められた義務であること

を伝え、提供を求めてください。 

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなど

し、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。 

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けた

のに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録を 

お願いします。 

なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、個人番号・

法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしています（国税庁ホームページ

「法定調書に関するＦＡＱ」（Ｑ１－２）参照）。 

 
３－５ マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。 

Ａ マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードやマイナンバーカード

を なくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。 

マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、行政機関などが

口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞い

たり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のＡＴＭの

操作をお願いすることもありません。 

こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してくだ

さい。 
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４ マイナンバー制度の国や地方公共団体などの情報セキュリティ対策が心配です。 

４－１ 国が個人情報を一元管理するというのは本当ですか。 

Ａ マイナンバー制度導入により、情報を「一元管理」するようなことは一切ありません。

情報の管理に当たっては、例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に

関する情報は各市町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、今まで各機関で管理し

ていた個人情報は引き続きその機関が管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする

「分散管理」という仕組みを採用しています。 

特定の共通データベースを作ることもありませんので、そういったところからまとめて

情報が漏れることもありません。 

 
４－２ マイナンバー制度でどのような情報セキュリティ対策を講じるのですか。 

Ａ マイナンバー制度では、制度・システム両面で様々な安全管理措置を講じています。  

具体的には、そもそもマイナンバーの利用範囲や機関の間の情報連携の範囲を法律で制限

するとともに、マイナンバーのみでは手続ができないようにしています。また、システム

面では、情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などを行います。 

さらに、独立性の高い第三者機関（個人情報保護委員会）が監視・監督を行い、故意に

マイナンバーを含む個人情報を提供などすれば、厳しい罰則を適用します。 
マイナンバーカードについても、ＩＣチップにはプライバシー性の高い情報は記録され

ませんし、ＩＣチップの利用には暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使え

なくなります。仮にＩＣチップの情報を不正に読みだそうとするとこわれてしまうなど、

様々な安全措置が講じられています。 
 

４－３ 日本年金機構の情報流出事案を踏まえ、どのような対応が採られたのですか。 

Ａ 日本年金機構は、平成２７年の年金情報流出事案を受け、厚生労働省の指導の下、業務

改善の取組を行ってきており、厚生労働省が、日本年金機構においてマイナンバーを利用

するために必要な体制が整備されていることを確認しました。 

その上で、特定個人情報の取扱いについて監視・監督の権限を有する個人情報保護委員

会が日本年金機構に対して検査を行い、その体制を確認しました。 

  このような取り組みなどを踏まえ、平成２８年１１月に日本年金機構におけるマイナン

バーの利用を可能とする政令が公布されました。これにより、日本年金機構による準備が

進められ、平成２９年１月以降、年金事務所でマイナンバーによる年金相談が行われる予

定です。 

※ なお、日本年金機構の情報連携についても、年金情報流出事案を受け、今回の政令と

は別に政令で定める日まで停止されています。日本年金機構における情報連携の開始に

ついては、その準備状況を踏まえ、適切に判断することとします。 

  



 9 / 13 
 

４－４ マイナンバーが漏えいし、芋づる式に個人情報が漏れるおそれがありませんか。 

Ａ マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで管理されることは一切

ありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は

各市町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理

します。 

また、役所の間の情報のやりとりは、マイナンバーではなく、システム内でのみ突合可

能な、役所ごとに異なるコード（暗号化された符号）で行うので、１か所で漏えいがあっ

ても他の役所との間では遮断されます。仮に１か所でマイナンバーを含む個人情報が漏え

いしたとしても、個人情報を芋づる式に 抜き出すことはできない仕組みとなっています。 

 
４－５ マイナンバーはブログやツイッターなどで誰にでも見られるような状態にしても

いいのでしょうか。逆に、法律で認められていない企業などがマイナンバーの提示

を求めてもいいのでしょうか。 

Ａ マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場

合を除き、むやみに他人に提示を求めたり、他人に見せたりすることはできません。 

法律で認められていない企業や個人が他人のマイナンバーの提示を求めることは法律

違反であり、また、個人のブログやツイッターなどでご自身のマイナンバーを公表するこ

とも法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。 
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５ 海外の制度はどうなっているのでしょうか。 

５－１ 日本のようなマイナンバー制度を導入している国はＧ７にはない、というのは 

本当ですか。例えば、番号が記載されたカードなどを常時携帯させる国もあれば、

そうでない国もあると聞きます。日本のような制度は海外にはないのですか。 

Ａ 諸外国では様々な経緯・時期に分野横断的な番号制度が導入されていることから、一概

に比較することは困難です。 
  ただし、分野横断的に共通の番号を利用する制度は（分野横断的な個人識別番号を持た

ないドイツは異なるものの、）多くの先進国で導入されています。 
  番号を記載などしたカードの扱いについても、各国の事情が異なることから、比較は 

困難ですが、日本のマイナンバー制度では、顔写真とＩＣチップの付いたマイナンバーカ

ードを多くの方に持っていただき、利用していただきたいと考えています。 
 
５－２ アメリカや韓国などでなりすまし被害が生じていると聞きますが、日本のマイナ

ンバー制度で同じような被害が生じるおそれはありませんか。 

Ａ アメリカでは、他人の社会保障番号を使って、年金の不正受給や税金の不正還付を行う

事例、韓国では、他人の住民登録番号を不正に入手し、海外からオンラインゲームに登録

した事例などが挙げられます。これらの事例については、両国の制度で、番号の利用制限

がなく、本人確認も番号のみによって行えることが発生の原因ではないかと考えられます。 
  日本のマイナンバー制度では、こうした海外の事例も踏まえ、マイナンバーの利用範囲

を法律で制限し、マイナンバーを利用する際の厳格な本人確認も義務付けています。 
  万が一、マイナンバーが漏えいした場合でも、マイナンバーだけでは手続はできません

ので、それだけでは悪用されません。 
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６ マイナンバー制度を導入する効果がよくわかりません。 

６－１ マイナンバー制度導入によるメリットはいつから具体的に享受できますか。 

Ａ マイナンバーのメリットは、大きく３つあります。 

１つめは、行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられることです。 

２つめは、社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポー

タルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。 

３つめは、所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設

計し、公平・公正な社会を実現することです。 

国民の皆さまが実感できる添付書類の削減は、地方公共団体を含むオンラインでの情報

連携が本格的に始まる平成２９年秋頃からになります。また、マイナポータルは平成２９

年から順次サービスを開始する予定です。 

さらに、マイナンバーカードやマイナポータルはマイナンバーそのものを使わない利活

用が可能であり、民間活用を含め、ＩＴ社会の重要な基盤として、最大限活用していくこ

ととしています。 

 

６－２ マイナンバーカードは便利なカードというが、いつから何に使えるのですか。 

Ａ マイナンバーカードは住民基本台帳カードと同様、顔写真のついたカードであり、本人

確認を１枚で行うことができます。身分証明書としても使用できます。また、カードに搭

載されているＩＣチップには e-Tax などの税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭

載されます。これらは平成２８年１月以降、カード取得後すぐに利用可能です。 

さらに、図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用できます。

コンビニで住民票の写しなどの証明書の交付を受けることを可能とする地方公共団体も

増えています。これらは、既に住基カードで同様のサービスを実施している地方公共団体

もありますし、今回のマイナンバー制度導入をきっかけに平成２８年から開始する地方公

共団体もあります。こうした地方公共団体独自のサービスについては、お住いの地方公共

団体にご確認ください。 

 

６－３ マイナンバーの民間活用は法律改正が必要ですが、なぜ、マイナンバーカードは民

間利用が可能なのですか。 

Ａ マイナンバーカードの有効活用の手段として、ＩＣチップに標準搭載される電子証明書

の活用と、ＩＣチップの空き領域のアプリの活用がありますが、いずれもマイナンバーそ

のものを使わない方法であることから、法律改正は不要です。 
  マイナンバーカードについては、マイナンバーそのものは使わずに、例えば、以下のよ

うな民間活用策が検討されています。 
 ・オンラインバンキングをはじめ、各種の民間オンライン取引での利用 
 ・医療保険のオンライン資格確認を行うことによる健康保険証としての機能 
 ・クレジットカード、キャッシュカードとしての利用についても検討 
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６－４ マイナポータルとは何ですか。民間利用も可能ですか。 

Ａ 自分だけのポータルサイトで、行政機関がマイナンバーを含む個人情報をいつ、どこと

やりとりしたのか確認ができるほか、行政機関が保有する自分に関する情報（社会保険料

の支払金額等）や行政機関から自分に対するお知らせ情報を自宅のパソコンなどで確認で

きます。 

また、マイナポータルもマイナンバーそのものを使わない活用が可能であり、民間活用

も進めていく予定です。具体的には、例えば、引越しなどの際の官民横断的な手続のワン

ストップ化も検討しています。 

画面設計などは高齢者や障害者の使いやすさにも配慮するほか、パソコンを持たない方

については、公的機関への端末設置を予定しています。 

 

７ 今後、マイナンバーの利用範囲は拡大していくのでしょうか。 

７－１ マイナンバーの利用範囲拡大の見通しや必要な手続はどうなっていますか。 

Ａ マイナンバーそのものの利用範囲は、法律又は地方公共団体の条例で限定的に定めら

れています。現在の利用範囲である社会保障、税、災害対策の３つの行政分野の事務以外

での利用については、法律の施行の状況等を勘案し、国民の理解を得る必要があることか

ら、３年後くらいを目途に検討を進めていきたいと考えています。 
  他方で、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用については、マイナンバーその

ものを利用しない活用が可能であり、法改正も不要であることから、可能なものから順次

実現していきたいと考えています。 
  マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用拡大

など、今後のスケジュールについては、日本再興戦略やＩＴ戦略で公表されています。 
 
７－２ 無制限に利用範囲が広がらないよう、あらかじめ見通しを示すべきではないです

か。 

Ａ マイナンバーそのものの利用範囲は、法律又は地方公共団体の条例の改正が必要であ

り、利用範囲の拡大については、法律の施行の状況等を勘案し、国民の理解を得る必要が

あることから、３年後くらいを目途に検討を進めていきたいと考えています。 
  マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用拡大

など、今後のスケジュールについては、日本再興戦略やＩＴ戦略で公表されています。 
 
７－３ 預貯金口座の付番は将来義務化されるのですか。 

Ａ 預貯金口座の付番については、平成３０年１月から預貯金口座へのマイナンバーの付番

が始まる予定ですが、義務ではなく、あくまで任意となっています。 

  付番開始後３年を目途に、預貯金口座の付番状況を踏まえながら、適切にマイナンバー

の提供を受ける方策を検討し、国民の理解を得つつ、必要な措置を講じる予定です。 
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７－４ 診療情報も将来はマイナンバーで管理するのですか。他の税・社会保障関係の 

情報と結びつける必要があるのですか。 

Ａ 医療情報には、病歴や服薬の履歴など他人には知られたくない情報もありますが、地域

での医療・介護連携や新薬の研究開発など、情報を有効に活用することが、個人にとって

も、社会にとっても有益な場合もあります。例えば、レセプトの全国的なデータベースの

情報などは研究開発に有効に役立てれば、持続可能な社会保障制度の構築にも役立ちます。 
  このため、マイナンバーカードなど、マイナンバー制度のインフラを最大限活用して、

情報連携を進めることとしており、医療等分野に特化したＩＤを導入する方向で検討を進

めています。 
 
７－５ 本人が知らないうちに、捜査機関に情報が提供されることがあるのですか。 

Ａ 犯罪捜査については、マイナンバーの利用範囲として法律に規定されていないことか

ら、マイナンバーの利用はできません。 
  なお、刑事事件の捜査などで必要な資料を収集する際、マイナンバー付の個人情報が

含まれることはあり得ますが、これは、適正な捜査において、必要な資料収集が阻害さ

れないように例外的に認められるもので、個々の捜査範囲を超えて、取得したマイナン

バー付の個人情報を分析したり、他の捜査に活用したりすることは法律で禁止されてい

ます。 
 


